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平成２０年度 制度評価書 

作成日 平成 20 年 12 月 
制度・施策名称 省エネルギー技術開発プログラム 

事業名称 エネルギー使用合理化技術戦略的開発 コード番号：P03033 

担当推進部 省エネルギー技術開発部 

０．事業概要 
「新・国家エネルギー戦略」及びこれに基づく省エネルギー技術戦略で示された、産業、

民生（家庭・業務）、運輸の各部門における需要側の省エネルギーに係る課題を克服する

ため、民間企業等から幅広く研究テーマの公募を行い、省エネルギー技術の基盤研究から

実用化開発、実証研究を含む研究開発を戦略的に実施する事業。 

研究開発テーマの契約条件 

 実施期間 原則２年または３年(事前調査は１年) 

研究開発

費総額の

規模 

各フェーズのテーマ毎の研究開発費（提案者負担分＋NEDO 技術開発

機構負担分） 

（１）先導研究フェーズ：数千万～１億円程度／年を目安 

（２）実用化開発フェーズ：数千万～３億円程度／年を目安 

（３）実証研究フェーズ：数千万～５億円程度／年を目安 

（４）事前調査（ＦＳ）：１千万円／年未満 

契約形態 （１）先導研究フェーズ：委託（NEDO 技術開発機構 負担率１／１） 

（２）実用化開発フェーズ：共同研究（NEDO 技術開発機構 負担率２／３）

（３）実証研究フェーズ：共同研究（NEDO 技術開発機構 負担率１／２） 

（４）事前調査（ＦＳ）：委託（NEDO 技術開発機構 負担率１／１） 

対象 民間企業、独立行政法人、大学等の研究機関を有する法人 

平成２０年度の予算額等 

 予算額 ７８．５億円 

平成 20 年

度第 1 次、

第 2 次公

募 に お け

る 応 募 件

数 及 び 採

択件数 

（１）先導研究フェーズ：応募４６件 採択１７件※ 

（２）実用化開発フェーズ：応募１３件 採択４件 

（３）実証研究フェーズ：応募２件 採択１件 

（４）事前調査（ＦＳ）：応募２３件 採択６件 

※採択は行ったが、契約段階において取り下げが１件あった。 

 実施件数 

（ Ｈ ２ ０ 年

度 採 択 分

を含む） 

（１）先導研究フェーズ：４６件 

（２）実用化開発フェーズ：２２件 

（３）実証研究フェーズ：４件 

（４）事前調査（ＦＳ）：８件（うち、継続２件） 

制度の実施 

期間 

平成１５年度～平成２２年度 

※平成１９年度以前の実績額・公募採択件数等推移は、「平成２０年度実施方針」に記載

あり。 
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１．位置付け・必要性（根拠、目的） 

我が国は第１次石油ショック以来、強力に省エネルギーを推進し、そのエネルギー利用効

率は世界トップレベルに到達している。しかしながら、平成１８年５月に公表された【新・国家エ

ネルギー戦略】にも記載されているとおり、我が国のエネルギーの需給が一層逼迫することが

予想されることから、２０３０年までに更に３０％以上の大幅な省エネルギーを図る必要がある。

既に産業、民生及び運輸の各分野において、広範囲に実現可能な省エネルギー技術開発

が実施されているものの、将来に向けた国内の大幅な省エネルギー推進をしようとする場合、

従来の延長上だけではなく、中長期的な視点からの野心的かつ革新的な技術開発も必要で

ある。 

また、省エネルギー技術は、その多くがシステムや機器を通じて社会に導入されて初めて

その効果が発揮されるものであるが、例えすぐに実用化が期待できる技術であっても普及に

時間を要するために商業的に成立しがたいものもあることから、省エネルギー技術開発を促す

には国が支援する必要がある。 

省エネルギー技術開発の推進には、民間、大学の持つ知恵やアイデア並びに実用化への

推進力が必要である。本制度は、技術開発課題に関する知恵を広く吸い上げるべく「テーマ

公募型スキーム」を採用していることに加えて、実用化の目標時期の点においても短期から中

長期まで幅広いテーマの研究開発を扱うことができるよう、先導研究、実用化開発、実証研究

と３つのフェーズを設けている。こうした特徴は、幅広い技術分野、様々な開発段階にある省

エネルギー技術の開発を支援するのに適した制度になっていると評価できる。 
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２．マネジメント（制度の枠組み、テーマの採択審査、制度の運営・管理） 

【制度全体スキーム】 

 制度の管理・執行に責任と決定権を有するＮＥＤＯ技術開発機構として、経済産業省及び

研究開発実施者と密接な関係を維持しつつ、外部有識者の意見を運営管理に反映させるな

ど、戦略的な取り組みの下で実効性の確保に努めており、広く省エネルギー技術開発課題に

対する知恵を求める本制度のテーマ公募型スキームは制度目標から考えて適切と考えられ

る。 

また、市場投入まで遠い（時間を要する）段階のテーマほどＮＥＤＯ技術開発機構の費用負

担を増やす方式をとっており、これは、開発リスクの高い技術に取り組む提案者を強く支援し

市場投入の確実性をより向上させる観点で適切と考えられる。（図－１） 

省エネルギー技術には多数の技術分野がある中で、本制度の採択テーマはそれら技術

分野でトップクラス・最先端の技術水準を求める案件が多いが、これはそうした案件に

取り組むにふさわしい資金投入を行うことができる制度設計によるものと考えられる。なお、

実施期間を最長３年としていることについては、事業中に実施する技術委員会や事後評価委

員会の場において本制度を活用した事業者等と意見交換をし、当初の目標を達成する期間

としては概して十分であったとの声を多く頂いている。 

 本制度は、３つのフェーズいずれについても「新・国家エネルギー戦略」が求める２０３０年に

向けて大きな省エネルギー効果が得られる革新的技術を広く求めているものであるが、それ

に加えて、短中期的な省エネルギー効果も獲得できるようフェーズごとに中間目標を定めてい

る。具体的には、主に中長期的な基盤研究を実施する先導研究フェーズにおいては２０２０年

時点の省エネルギー効果量の設定を、また短期に開発が終了し即効的な省エネルギー効果

を期待できる実用化フェーズや実証研究フェーズにおいては２０１５年時点の省エネルギー効

果量の目標を２０３０年時点の目標に加えて設定している。このように、それぞれの実用化の目

標時期に着目し制度が工夫されている点は評価できるところである。 

一方で、２０５０年までに温室効果ガス排出量の大幅削減に貢献する省エネルギー技術（挑

戦的研究）の創出など、「新・国家エネルギー戦略」と「Cool Earth－エネルギー革新技術計画

（２００８年３月に策定）」への呼応や外部に向けた発信が極めて重要と考えられるため、「省エ

ネルギー技術戦略」のローリング作業も活用しつつ、「挑戦的な研究の実施」「重点分野の見

直し」を視野に入れた制度の改正、分野間（超燃焼システム技術 、時空を超えたエネルギー

利用技術、省エネ型情報生活空間創生技術、先進交通社会確立技術、次世代省エネデバイ

ス技術）・制度間を跨ぐシームレスな支援を推進すべきである。 

なお、平成１８年度から、先導研究並びに実用化開発フェーズに提案することを前提に、解

決の手法、確からしさや体制等に関する調査を目的とした事前調査を開始しているが、公募

の際に一部の提案者から市場調査のような所謂「調査」と同じ趣旨であると認識されたため

に、十分に技術開発課題が絞り切れていない提案が多く、結果として、本制度の採択率が低

い結果となっている。今後、本制度をより有効に機能させるために、公募要領の記載方法や

公募説明会での詳細説明などを通じて、趣旨の更なる周知を行うことが必要である。 
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【公募】 

 制度開始当初は、本制度の認知度が低く提案者が限られていたため、本制度を広く周知

し、優れた提案を多数集められるよう、各種セミナーを利用した事業紹介や、各学術団体への

事業パンフレットの送付などに努めてきた。また、公募説明会は各大都市圏だけではなく、地

方の埋もれた優秀な技術の発掘をも目的とし、地方都市も含めて実施している。こうした活動

については、その効果を見極めつつ、今後とも継続して取り組んでいくことが重要であると考

えられる。なお、平成２０年度の２次公募からは電子政府構築計画により文部科学省が進める

「e-Raｄ」を利用した公募を実施したが、公募要領変更に伴う事前の周知や問い合わせ窓口を

置くなどの対応をはかることにより、大きな混乱もなく、採択を終了した。 

公募期間中は、当初、制度自体に対する質問への対応のみを実施していたが、審査期間

が短いため書き方が不十分である提案書は内容が正確に審査委員に伝わらない恐れがあっ

たことから、提案書の書き方に関する助言を行ってきた。このような改善対策にもかかわらず、

公募要領を十分に理解せずに記載している提案書がまだまだ散見されるので、より提案者に

理解されやすい公募要領にすべきであると考える。 

 

○競争的資金としての取り組み（１）間接経費率３０％ 

本制度は、平成２０年度から競争的資金として位置付けられている。そこで、「競争的資

金の間接経費の執行に係る共通指針」に基づき、間接経費率３０％を実現した。具体的に

は、平成２０年度公募から、大学、公的研究機関等に対する間接経費率は３０％とすること

を公募要領に明記し、適用している。 

 

○競争的資金としての取り組み（２）不正等防止の取り組み 

本制度では、従来の NEDO の不正防止の取り組みに加え、「競争的資金の適正な執行

に関する指針（競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）」の基づいた対応を行っ

ている。具体的には、公募要領に「禁止事項及び不正防止」に係る説明として、①「「不合

理な重複」及び「過度の集中」の排除」、②「経費の不正使用及び不正受給への対応」、③

「研究上の不正行為への対応」を明記し、公募説明会等でも説明している。 

 

【エネルギー使用合理化技術戦略的開発の大系】（図－１）
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【重点課題の設定】 

 採択にあたっては、政策当局との緊密な連携の下、【省エネルギー技術戦略】の重点技術

課題の中から特に当機構が実施するべき技術課題を抽出し、本制度の重点課題として設定し

た。しかしながら、【省エネルギー技術戦略】に記載された重点技術課題と、本制度での重点

課題とを混同して捉えた提案が多くみられた。これは、当該重点課題の明示の仕方に問題が

あると考えられ、公募要領の記載の工夫や公募説明会での注意喚起などによって改善するこ

とが必要である。 

 

【テーマ採択審査】  

 テーマの採択審査は、外部有識者による採択審査により厳正かつ公平に行われており、ま

た、審査基準（公募時）や審査委員・審査結果（採択時）を公表し透明性も確保されているた

め、概ね妥当であると考えられる。また、不採択案件に対して詳細な理由書を添付し、今後の

より良い提案を促す取り組みを行っている。 

 なお、応募する際に、省エネルギー効果量及び費用対効果を算出・記載することとしている

が、その値は当該技術が適用される機器等の運用状況や普及量等によって左右されるため、

適切な算出方法や根拠の記載方法をすべてのケースについて事前に公募等で示すことは困

難である。適確に審査を行うためには、公募要領の記載方法の改善や説明会での説明方

法、さらには提案相談窓口の活用などにより、省エネルギー効果量の算出方法について一層

の理解を求める努力が必要である。 

今後、Cool Earth－省エネルギー革新技術計画に沿い重点分野を見直す場合には、それ

に応じた審査基準を用いるとともに、実用性や社会的状況など、より多面的な視点も求められ

てくる。採択審査委員会の構成にあたっては、審査の連続性の確保にも留意しつつ、公募技

術分野に適切な人材の確保に努めるなど、多面的で適切な審査を可能とする採択審査委員

会の構成に向けた一層の取り組みが望まれる。 

 

 

【採択テーマのマネジメント】 

採択された各テーマについては、外部有識者から構成される技術委員会で、その進捗確

認や課題解決に向けた議論等を行っている。必要に応じて、技術委員会で指摘された項目

の進捗や問題点の先取りなどのフォローを行っており、早期に問題を解決し、成果が上がるよ

うに各採択テーマのマネジメントに努めている。また、技術委員会については、毎年その構成

を見直しており、平成２０年度は省エネルギー技術戦略の技術分野に基づく構成とした。 

なお、これまで技術委員会は年間３回程度開催していたが、平成２０年度は、より質の高い

技術フォローを行うために、同委員会の一環として研究サイトへ技術委員を派遣し、意見交換

と助言活動を重点的に実施した。現地で研究成果を目の辺りにしての討論は技術委員と実施

者相互の信頼関係を生み、研究テーマのきめ細かなケアと研究の円滑な推進に繋がってい

る。 
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【制度の運営管理】 

本制度が開始されて以来、技術委員会を有機的に活用しつつ資源配分や事業計画の見

直しを行い、たとえば計画の一部変更あるいは中止または抜本的な改善を実施するなど、研

究開発マネジメントサイクルによる運営管理の最適化を図ってきた（平成１９年度には「加速予

算を追加配賦」を実施）。（表１）平成 19 年度に実施した中間評価の反映結果及び、平成 19

年度の事後評価結果をそれぞれ表１、表２に示す。 

また、平成１９年度制度評価結果における今後の展開についても、「新たな制度利用者の

開拓」「事前調査（FS）フェーズの公募のあり方」「事業運営に関するノウハウの継承」「成果の

フォロー」に関して継続的な取り組みを実施しているところである。（表３） 

なお、本制度の推進にあたっては、NEDO 内外の関係者が多数関わるとともに、長期にわ

たる運営管理を通して多くの知見が得られることから、これらを体系的に整理して、今後の研

究開発マネジメントの改善や外部への制度利用働き掛け・成果の情報提供などに活用するこ

とも重要になってくる。今後、制度の包括的な運営管理の高度化やパフォーマンスをどのよう

に向上させていくかが課題であり、研究開発マネジメントの事例・教訓の蓄積や活用、アウトカ

ム調査結果から公募やマネジメントへのフィードバック等が望まれる。 

 

 

 

 

 

反映事項 １９年度 １８年度 １７年度 １６年度 １５年度

「テーマの一部を加速し実施」の件数 0 1 0 0 0 

「計画の一部変更し実施」の件数 0 0 0 1 1 

「テーマの一部を中止」の件数 0 0 0 0 0 

「中止または抜本的な改善」の件数 1 3 2 1 2 

「概ね、現行どおり実施」の件数 25 17 13 25 13 

「目標達成のため前倒しで終了」の件数 1 1 1 0 0 

中間評価を実施した総件数 26 21 15 27 16 

平成１５年以降の実施テーマ中間評価反映結果（表－１）
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19 年度制度評価時の主な課題 対応状況 今後の方向性等 

新たな制度利用者の開拓： 
提案者の広がりが遅滞している

傾向にあり、各種学術、業界団体
への紹介や各種省エネルギーに
関する情報提供の場を利用して、
事業の広報を行うとともに、一昨年
１２月に設置した企業等からの相
談窓口を更に活用し革新的技術
のシーズを発掘できるよう努める。 

・各種学術、業界団体との対話
や省エネルギー技術に関するロ
ーリング活動の結果の検討を行
うことによりテーマ開拓を図っ
た。 
・さらに、提案者、提案技術の拡
大を狙って革新的技術の発掘
に資する調査活動を開始した。 
・平成１７年度に設置した相談窓
口のホームページ上での運用と
併せて、省エネルギーフォーラ
ムで相談窓口を設けるなど、シ
ーズの発掘に努めた。 

・従来の取り組みに加え、
Cool Earth－省エネルギー
技術革新計画に沿った重
点分野の見直しを行うととも
に、広報冊子の記述を明確
化するなど、提案者が利用
しやすい制度改正に取り組
む。 

事前調査フェーズの公募要件の
設定： 

事前調査は先導研究あるいは
実用化開発提案を前提とした事前
調査であるが、より広く萌芽技術の
可能性を調査できるよう制度の応
募要件等の設定を検討する。 

・従来の先導前・実用化前の事
前調査フェーズを残しつつ、広
く萌芽技術を調査し育てるフェ
ーズの新設を検討した。 

・超長期での実用化（２０５０
年で省エネルギーに大きく
貢献）を睨んで、広く萌芽技
術を募集する「挑戦研究フ
ェーズの新設」を設ける等、
制度改正に取り組む。 

・公募要領や説明会において、
先導研究あるいは実用化開発
提案を前提とした事前調査であ
ることを明確に伝えるように努め
た。 

・一層の明確化を実施し
て、有効な事前研究の提案
確保に努める。 

事業運営に関するノウハウの継
承： 

長期にわたる本制度の運営・管
理を効率的・効果的に進めるた
め、ノウハウが NEDO 内で蓄積さ
れるよう、制度運営の留意点等の
マニュアル化をより一層進めてい
く。 

・平成２０年度は、制度の運営・
管理の効率化の一環として産業
部門・民生部門・運輸部門のグ
ループ配置を抜本的に見直し
た。その結果、グループ全体で
ノウハウを継承しやすい体制に
なった。 
・より質の高い技術フォローを行
うために、技術委員会の一環と
して、技術委員の研究サイトへ
の派遣を重点的に実施した。 

・担当人員間の情報共有化
など、ノウハウの継承に向け
た一層の取り組みが必要で
ある。 

成果のフォロー： 
本制度の成果は、開発された技

術の活用によりどの程度、省エネ
ルギー効果量が達成されたかを把
握することにより評価が可能となる
が、過去の事業がどの程度事業化
されているか、また、事業化に当た
って、研究開発時点で解決してお
くべき課題はなかったのか、などの
フォローを行っていく。 

・平成１９年度制度評価（中間評
価）で掲げた終了テーマのモニ
タリングに関しては、本年度は、
「研究開発プロジェクトのフォロ
ーアップ調査」結果から得られる
情報（生産・販売の有無、事業
計画の有無、ライセンスの活用
状況、生産・販売の状況）に基
づき取り纏めた。 

・「研究開発プロジェクトのフ
ォローアップ調査」等で市場
化（実用化）状況、テーマの
実施効果、波及効果の定
量的な把握に引き続き努め
る。 

 

平成１９年度制度評価結果の反映状況（表－３） 
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３．成果 

【成果の状況等】 

本制度においては、我が国の省エネルギーに大きく貢献することが期待される成果が輩出

されつつあるが、以下に代表例を示す。 

 

①「小型貫流ボイラ発電システムの実用化開発」での成果 

 平成１６年度から平成１８年度にかけて実施し、中小規模の工場で今まで無駄にしてきた

小型貫流ボイラの蒸気を有効利用する目的で、圧力比３の条件下で１００ｋＷ以上の発電出

力を供給するシステムを開発した。 

スクリュ方式により発電出力１００ｋＷ程度と発電機としては小規模ながら、大型火力発電

所と同等の６０％を超える世界最高水準の高効率発電を行うことで、発電量で３０％のアッ

プ、年間４４０トン程度のＣＯ2 削減が見込まれる。このことが高く評価され、第３７回日本産

業技術大賞 内閣総理大臣賞を受賞、スクリュ式小型蒸気発電機『スチームスター』として

平成２０年７月に発売した。 

②国家プロジェクト「資源対応力強化のための革新的製銑プロセス技術開発」への発展 

平成１８年度から平成２０年度にかけて実施した「革新的製銑プロセスの先導的研究」で

は、劣質原料の使用量拡大と高炉内還元反応性を飛躍的に向上させる新塊成物の研究開

発に取り組み、製銑プロセスにおいて約１０％の省エネルギーの効果が期待できることが評

価された。この成果をもとにして、より実用的な技術開発を目指すべく国家プロジェクトとして

フェーズアップさせ、平成２１年度より公募にて実施する予定である。 

③｢高密度実装技術を用いたＣＯ2 ヒートポンプ給湯器の小型化開発｣での成果 

平成１７年度から平成１９年度にかけて、狭隘地の戸建て住宅や集合住宅への設置が可

能な小型一体型のＣＯ2ヒートポンプ給湯器の開発研究が行われた。その成果である、高効

率化を図った一体型給湯器搭載用圧縮機、高性能空気熱交換器、小型高性能ガスクーラ

ー及び小型高密度蓄熱システム技術をもとに、外形寸法：H1530×W850×D450mm の小

型一体型のＣＯ2 ヒートポンプ給湯器が、平成１９年６月に商品化された。 

④「熱風路上アスファルト変換工法の商業化技術開発」における海外での実用化取り組み 

熱風路上アスファルト変換工法は、既設の密粒アスファルト舗装（非排水性アスファルト

舗装）を現場から一切廃材を出すことなく、現位置で、排水機能や低騒音機能に優れ交通

安全性も高い排水性舗装に直接変換する世界初の特許工法である。平成１８年度から平

成１９年度にかけて実証フェーズの研究開発を行い、従来工法に比べ使用エネルギー６８%

削減（温暖化ガスも３８%削減）を実証した。本工法は米国カリフォルニア州道路局の認定を

受け、平成２０年９月から１０月に現地でパイロット工事を行い、実績を挙げた。今後、海外

での当該実績とあわせ、国内ではNEXCO総研（旧道路公団の道路技術研究所）との共同

研究を通じて本工法のPRを行い、国内外での本格的商業化及び本技術による排出権取引

の実現を目指す。 

 

このように、本制度で開発した技術に対して各方面から高い評価が得られている。 
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【成果の活用状況】 

平成１９年度制度評価（中間評価）で掲げた終了テーマのモニタリングに関しては、本年度

は、「研究開発プロジェクトのフォローアップ調査」等により行った。図２に成果の活用状況を示

す。なお、ここでの「成果の活用状況とは生産・販売の有無、事業計画の有無、ライセンスの

活用状況、生産・販売の状況から判断している。このうち、実用化開発フェーズと実証研究フ

ェーズについて、中期計画で目標としている「事業終了後、3 年以上経過した時点での実用

化達成率」という指標で整理したものを図３に示す。平成 19 年 3 月時点では「成果を活用して

いる」は３２％だったが、今回の調査の時点では、成果の活用事例が増え３６％に向上した。 

 

 

24%

21%

55%

A　成果を活用している

B　成果の活用を予定

C　成果の活用は未定

36%

21%

43% A　成果を活用している

B　成果の活用を予定

C　成果の活用は未定

図－２ 成果の活用状況（全体） 図－３ 成果の活用状況（実用・実証中期目標期間） 
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４．総合評価 

①総括 

我が国をとりまくエネルギー需給構造が近年大きく変化しており、技術革新と社会システム

改革の好循環を確立させることによりエネルギー消費効率改善の達成を目指すことが求めら

れている。こうした中、短期から中長期まで様々な段階にある研究開発テーマについて提案

者の開発リスクに応じた支援をすることが出来る本制度は、省エネルギー開発を支援する制

度として、ますます重要性が高まってきている。 

本制度の運用に当たっては上位施策と密接な関係を維持しつつ、資源配分や事業計画の

適切な見直しにより、適切にマネジメントされている。今年度は技術委員会の体制を見直すと

ともに技術委員を研究サイトへ多く派遣して、より高度な内容の助言活動を実施するなど、成

果の極大化を目指し努力していることは評価できる。次第に、我が国の省エネルギーに大きく

貢献することが期待される成果があがってきており、事業化の進展も確認されつつあることか

ら、本制度の執行は省エネルギー技術開発に対して一定の役割を果たしているものと考えら

れる。 

一方で、「Cool Earth－エネルギー革新技術計画（２００８年３月に策定）」とへの呼応の必要

性から、本制度の趣旨、公募要領が理解しやすいか、提案に対する助言が十分か、革新的な

将来技術が広く拾えているか、委託者（もしくは共同研究者）に対して有意義なマネジメントが

出来ているかなどに着目して、制度の検証、運営・管理の改善に今後、一層、努めていくべき

である。 

 

②今後の展開 

今後の事業展開を考えるに当たって、次の点に留意し、取り組んでいくこととする。 

イ）新たな制度利用者の開拓： 

「Cool Earth－エネルギー革新技術計画（２００８年３月に策定）」とに基づき、重点的に募

集する技術分野を見直すとともに、公募要領の明確化など提案者が応募しやすい制度改

正に取り組む。また、ウェブも利用しながら、各種学術・業界団体への制度の紹介や情報提

供など、全国規模での広報の取り組みを強化するとともに、省エネルギー技術開発部に設

置している相談窓口を更に活用しつつ調査事業を実施するなど、革新的技術のシーズを

発掘できるよう継続して努める。 

ロ）公募趣旨の理解促進： 

当機構が設定する重点課題、事前調査、制度の趣旨や対象事業について、公募要領や

公募説明会に係る更なる工夫を行い、提案者の理解を促進する。 

ハ）テーマ採択審査のあり方： 

「Cool Earth－エネルギー革新技術計画」の推進にともない、それに応じた審査基準を用

いるとともに、採択審査にあたっては、審査の連続性の確保にも留意しつつ、公募技術分

野に適切な人材の確保に努めるなど、多面的で適切な審査を可能とする委員会構成に向

けた一層の取り組みを行う。 
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ニ）事業運営に関するノウハウの継承： 

長期にわたる本制度の運営・管理を効率的・効果的に進めるため、新フェーズを含む制

度の包括的な運営管理の高度化やパフォーマンスを向上させていくため、研究開発マネジ

メントの事例・教訓の蓄積や活用、アウトカム調査結果から公募やマネジメントへのフィード

バックに加え、担当人員間の情報共有化など、ノウハウの継承に向けた一層の取り組みが

必要である。 

ホ）成果のフォロー： 

本年度の「研究開発プロジェクトのフォローアップ調査」結果を踏まえ、今後はアウトカム

の定量的な把握と調査結果の活用に向けた調査手法の更なる工夫・改善に取り組む。 

 

へ）挑戦的省エネルギー技術開発の発掘と支援 

「Cool Earth－エネルギー革新技術計画」に対応するため、長期的かつ挑戦的な省エネ

ルギー技術の開発を支援する。具体的には、新たに「挑戦研究フェーズ」を設け、新たな開

発課題の発掘と支援とに取り組む。 

 

 


